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商品券使用開始日
令和６年３月１日(金）

※裏面の規約を必ずご確認のうえお申し込みください。
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商品券の概要

商品券のお届け等について

使用期間・換金について

取扱加盟店について

商品券の発行

（１）商品券の名称
　　なかつがわ市民生活応援商品券
（２）発行冊数　
　　約 75,000 シート（市民　約 75,000 人×1シート）
（３）商品券の額面等　　
　・1シート 500円券１０枚（5,000 円）
　・A券（専用券）一般加盟店舗でのみ使用可能　5枚
　・B券（共通券）一般加盟店舗、大型加盟店舗どちらでも使用可能　5枚
　　加盟店舗の分類については「取扱加盟店について」をご確認ください。

（１）商品券発送予定日　令和６年３月１日から順次発送予定
　　※今回の商品券は各世帯への送付となりますので販売は行いません。
　　（全世帯へのお届け完了まで約１カ月かかる見込み）

（１）商品券使用期間　　令和６年３月１日（金）～令和６年６月３０日（日）
（２）商品券換金期間　　令和６年３月１日（金）～令和６年７月３１日（水）
（３）換金取次所　　　　東美濃農協各支店（本店・営業所を除く）、中津川商工会議所

（１）一般加盟店舗　　売り場面積 1,000 ㎡以下の店舗
（２）大型加盟店舗　　売り場面積 1,000 ㎡を超える店舗
　※市内に複数の店舗がある場合は、そのうち１店舗でも 1,000 ㎡を超える店舗があれば、すべての店舗を
　　大型加盟店舗として扱う。ただし、市内に本社・本店がある事業者等は一般加盟店舗として扱う。
（３）取扱い加盟金     中津川商工会議所又は中津川北商工会の会員は加盟金無料（新規会員含む）
　※今回新たに加入する新規会員は３年以上の加入条件あり
　※非会員は加盟金として 50,000 円徴収する（支店単位で徴収）
（４）新規加盟店募集　　令和６年１月１７日（水）～令和６年１月２６日（金）
　※新聞折込チラシで募集
　※現在登録済みの加盟店については、継続登録の確認を行います。（1月初旬送付済）

中津川市プレミアム付商品券実行委員会
　※中津川商工会議所、中津川北商工会、中津川市、㈱まちなかラボで構成　
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 お申込先・お問い合わせ先

中津川商工会議所
〒508－0045　  
中津川市かやの木町 1－20  
TEL 0573－65－2154  
FAX 0573－65－2157  

中津川北商工会
〒508－0351
中津川市付知町 10832－1
TEL 0573－82－2560
FAX 0573－82－2279

事業者の
皆様へ



　中津川市プレミアム付商品券実行委員会「以下 ( 実行委員会 ) という。」と中津川市プレミアム付商品券取扱加盟店「以下 ( 加盟店 ) という。」
は、実行委員会の発行するなかつがわ市民生活応援商品券「以下 ( 商品券 ) という」の取扱いを、この規約に基づき行うものとする。

第 1条（加入資格）             
　商品券を取り扱うことができる事業者は、中津川商工会議所、中津川北商工会のいずれかの組織に加盟し、中津川市内で営業する事業者
で、かつ「なかつがわ市民生活応援商品券取扱加盟店加入申込書」により登録した事業者及び「前回の商品券※1 取扱加盟店」として登録
済みの事業者で、令和６年１月２６日までに加盟店登録辞退届を提出しない事業者とする。新たに加盟する場合、3年以上の会員継続を条
件とする。また、組織に加盟しない場合、実行委員会へ 50,000 円納入することとする。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業でないことを誓約し、暴力的な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説の
流布等の反社会的な行為をしないことに同意・確約し、虚像の申告、または同様な行為を行ったとみなした場合は登録を解除されても異議
申し立てをしないこと。

第 2条（商品券の種類）        　
　商品券は、一般加盟店（売場面積 1,000 ㎡以下）のみが取り扱うことができる専用券（Ａ券）と、すべての加盟店が取り扱うことができ
る共通券（Ｂ券）の２種類とし、いずれも額面は 500 円とする。
　売場面積が 1,000 ㎡を超える場合を大型店舗（B券対象店舗）とします。市内に複数の支店がある場合はそのうち１店舗でも 1,000 ㎡を
超える支店があれば全ての支店を大型店舗（B券対象店舗）として扱います。ただし、中津川市内に本社または本店がある場合は、一般加
盟店として扱います。  

第 3 条（商品券の有効性）       
　加盟店は偽造、変造等のおそれがある商品券や不正利用が疑われる商品券については受け取りを拒否し、速やかに実行委員会に通報する
ものとする。 

第 4 条（商品券による商品の販売とサービスの円滑な実施）    
　加盟店は、有効な商品券を利用する意思のある者に対して正当な理由なくして受け取りを拒絶、または直接現金での支払いを要求しては
ならない。また、現金客と異なる代金、料金を請求するなど商品券を利用する者に不利となる差別的取り扱いをしてはならない。

第 5条（商品券の使用について）       　
　つり銭は出さないこととし、また、実行委員会が換金する場合を除き現金との交換はできない。なお、この商品券は不動産、たばこ、他
の金券類（ギフト券、ビール券、宝くじ等）の支払いには使えないものとする（諸税、切手、印紙等を含む）。
       
第 6 条（商品券の使用期間）       　
　商品券による支払いができる期間は、令和６年３月１日から令和６年６月３０日までとする。     
     
第 7 条（商品券の換金）        　 
　商品券の換金は、換金請求書に使用済み商品券を添えて換金取次機関へ提出し行うものとする。ただし、取扱加盟店加入申込書に記載さ
れた指定口座に支払うものとする。その際、振込指定口座への振込手数料は実行委員会が負担する。
     
第 8 条（商品券換金の締切日）       　 
　換金請求書の受付は令和６年７月３１日までとする（令和６年８月１日以降はいかなる理由があっても商品券の換金に応じないこととす
る）。 
    
第 9 条（個人情報の取り扱い） 
　取扱加盟店加入申込書に記載された個人情報は商品券の取り扱いに関してのみ利用するものとし、実行委員会は安全管理措置を講じて保
管するものとする。  

第 10 条（損害負担）        
　実行委員会及び加盟店は、各々の責により生じた損害を負担する。実行委員会及び加盟店の、いずれかの責によるか明らかでないときは
両者で協議して定める。

第 11 条（規約の改定）          
　本規約に定めのない事項については双方協議のうえ定めるものとする。
  
附　則          
　この規約は、令和５年１２月２５日より施行する。  

令和６年　　　月　　　日

１．中津川商工会議所　　　　　　　２．中津川北商工会　　　　　　　３．加入しない
※加入しない場合は加盟金として別途 50,000 円が必要です。

※加入申込書の締切日は令和６年１月２６日（金）です。これ以降も申込書は受け付けますが、商品券と一緒に渡す
　「なかつがわ市民生活応援商品券取扱事業者一覧」には掲載されませんので、ご了承ください。
※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、本事業以外には使用しません。

所属団体

店舗所在地

加盟店一覧に
掲載する名称

会員№

担当者印

令和６年　　　月　　　日

　　　月　　　日

　(注 ) 金融機関は、中津川市に支店を持つ次の金融機関に限ります（支店は問わず）
　　　十六銀行・大垣共立銀行・三菱UFJ 銀行・岐阜信用金庫・愛知銀行・東濃信用金庫・
　　　八十二銀行・益田信用組合・東美濃農業協同組合・東海労働金庫・ゆうちょ銀行

　FAX 　 　0573   -　　    　　-    県  市

令和 6 年　 月　　日

電話番号  　　0573   -　　    　　-
本社所在地等

※株式会社、有限会社　は標記されません

　中津川市商品券事業に賛同し、取扱加盟店として申し込みます。          
　申し込みにあたり、規約を遵守することを誓約します。          

なかつがわ市民生活応援商品券取扱加盟店加入申込書 
中津川市商品券取扱加盟店規約

※1　市民生活応援プレミアム付商品券

【新規登録用】


